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第７次 
総合計画 

          

熊本市 
教育振興 
基本計画 
[教育大綱] 

          

熊本市 
特別支援教育 
推進計画 

     

 

     

 

第１次計画 第２次計画 延長 

基本方針２ 子ども一人ひとりを大切にする教育の推進
〇特別支援教育の推進
・教職員の専門性向上や「個別の指導計画」の作成等
・インクルーシブ教育システムの構築
・特別支援学校の拠点的機能の充実

基本方針４ 学校教育と福祉の連携の推進
〇障がいへの理解の促進
・障がいのある子どもたちに対する偏見や差別の
解消に向けた正しい知識の普及・啓発
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計画の位置づけ
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方針３ 教職員の専門性の向上 
【成果指標３】 
特別支援学級等担当教員のうち特別支援学校教諭免許を保

有する者の割合 
  H23° H30°目標 H30°実績値 

特別支援学校教諭免許保有者の割合 27.9％ 50.0％ 41.0% 

 

方針４ 多様な学びの場の確保 
【成果指標４】 
 市内居住の知的障害特別支援学校高等部通学者のうち、市
内の学校（特別支援学校高等部）に通学する生徒の割合 
  H23° H30°目標 H30°実績値 

市内の学校に通学する生徒の割合 38.9％ 60.0％ 52.2% 

 

 
  
 
 
 
 
   
 

【1】 教育相談の充実 教育相談室 

【2】 多様化するニーズに応じた関係
機関との連携 

障がい保健福祉課 

【3】 就学前から高校卒業にわたる支 

援情報の引継ぎ 

保育幼稚園課、指導課 

子ども発達支援センター 

障がい保健福祉課 

【4】 地区・ブロックによる研修会

の見直し・充実 
子ども発達支援センター 

  

【5】 通常の学級における特別支援教 

育の視点を生かした授業づくり 
教育センター、指導課 

【6】 個に応じた多様な学びを目指す  
ＩＣＴの活用 

教育センター、指導課 

【7】 専門家等の派遣 
教育センター 

子ども発達支援センター 

【8】 特別支援学校が主催する教職

員研修の実施 
教育センター  

【9】 特別支援学校教諭免許取得の奨励 教職員課 

【10】 就学前の特別支援教育の充実 
学校改革推進課、指導課 
保育幼稚園課 
子ども発達支援センター 

【11】 特別支援学級の充実 教職員課 

【12】 特別支援学校の支援の充実 教職員課、指導課 

【13】 医療的ケア児への支援体制の 

充実 

保育幼稚園課、障がい保

健福祉課、健康教育課 

【17】 学校における障がい者理解教育の推
進 

指導課、人権教育指導室、

健康教育課 

【18】 市民に対する特別支援教育の
理解・啓発 

障がい保健福祉課 

子ども発達支援センター 

【15】 交流及び共同学習の充実 指導課  

【16】「特別支援教育推進枠」と 

「一般枠」教員の交流 

教職員課、教育センタ

ー 

【14】 通級による指導の充実 教職員課 

早期からの相談体制の充実 
関係機関と連携した支援体制の構築 

幼児期から高校卒業にわたる移行支援体制の整備 

授業力の向上 
授業特別支援教育の視点を生かした授業づくりの推進 

特別支援学校教諭免許状の保有率の向上 

個に応じた教育環境の整備 

障がい者理解教育の推進 

方針１切れ目ない一貫した支援体制の構築 
【成果指標１】 
 支援を必要とする幼児児童生徒についての「移行支援シー
ト」等を活用した引継ぎ率 

校  種 R２年度 R6年度目標 

園→小学校 68.4％ 80.0% 

小学校→中学校 63.3％ 100.0% 

中学校→進路先 49.6％ 70.0% 

 

方針２教職員の専門性の向上 
【成果指標２－①】 
 特別支援教育の視点を生かした授業づくりの推進率 

 R２年度 R6年度目標 

特別支援教育の視点を生かした授業

づくりを推進した教員の割合 
― 100.0％ 

【成果指標２－②】 
 特別支援学校教員及び特別支援学級等担当教員のうち特別
支援学校教諭免許を保有する者の割合 

 R２年度 R6年度目標 

特別支援学校における特別支援

学校教諭免許状保有率 
65.0％ 100.0% 

特別支援学級・通級指導教室におけ

る特別支援学校教諭免許状保有率 
47.4％ 70.0％ 

 

方針３連続性のある「多様な学びの場」の充実 
【成果指標３－①】 
 特別支援学校のセンター的機能による巡回相談の回数 

 R２年度 R6年度目標 

市立特別支援学校による巡回相談の回数 ― 70回 

【成果指標３－②】 
 中学校において通級による指導を受けている生徒のうち、自
校で指導を受けている生徒の割合（巡回等による指導も含む） 

 R２年度 R6年度目標 

中学校において自校で通級指導を
受けている生徒の割合 

40.0％ 60.0% 

 

方針４共生社会の実現に向けた教育の推進 
【成果指標４－①】 
 障がいのある人と障がいのない人が共に学ぶことが、「よか
った」と感じる児童生徒の割合 

 R２年度 R6年度目標 

交流及び共同学習を「よかった」

と感じる児童生徒の割合 
― 90.0％ 

【成果指標４－②】 
 市内全小中学校を対象とした障がい者理解教育の実施率 

 R２年度 R6年度目標 

障がい者理解に関する授業実施率 ― 100.0% 

 

方針1 幼児期から卒業後まで一貫した支援体制の構築 
【成果指標１】 
 特別支援教育ブロック研修会への参加率 

 H23° H30°目標 H30°実績値 

ブロック研修会への参加率 41.9％ 60.0％ 60.8% 

 

〇共生社会の実現に向けた 

 障がいの理解 

第2次熊本市特別支援推進計画の方針 
第1次計画の検証 

方向性１ 

〇各専門機関との連携強化 

 

〇系統的な支援の充実 

方向性２ 

〇特別支援教育支援体制の 

さらなる充実  

〇実践的な研究や研修の充実 

方向性３ 

〇特別支援学校免許保有率 

の向上 

〇教職員の授業力向上 

方向性４ 

 〇障がいの特性や状況に応 

じた学びの場の整備 

〈目指す方向性〉 

〈       と内容〉 取組の目標 

H25.6 「障害者差別解消法」の制定（H28 施行）H26.1 

「障害者の権利に関する条約」に批准 

H28.4 「改正発達障害者支援法」の施行 

H29～30「特別支援学校、幼、小、中、高等学校 学

習指導要領」改訂 

 

現計画策定後の法令等の変化 

方針2 特別支援教育の質的向上 
【成果指標２】 
支援を必要とする子どもの教育について、学校が共通理解

を図りながら取り組んでいると思う教職員及び保護者の割合
（学校評価より） 
  H23° H30°目標 H30°実績値 

取り組んでいると思
う教職員の割合 

小学校 95％ 向上 96% 
中学校 88％ 向上 94% 

取り組んでいると思
う保護者の割合 

小学校 92％ 向上 90% 
中学校 87％ 向上 84% 

 

〈関係課等〉 

通級による指導の活用推進 

共生社会を担う人材の育成 

新規 は第２次計画の新規内容 赤字は前回の提案から変更点 
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教育委員会会議資料 
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第Ⅲ章 取組の内容 



 

方針１ 切れ目ない一貫した支援体制の構築 
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【１】教育相談の充実 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）就学に関する情報提供の充実 

保護者がいつでもどこにいても就学の流れや手続き等について情報が得られるよう

に、ホームページ等を活用し効果的な情報提供を行います。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 
 

 

（２）学校の相談体制の充実 

保護者と学校が、子どもの状況を的確に把握し、円滑に相談を進められるように、

就学相談申込票を活用し、学校内においての相談体制の充実を図ります。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

 

 

 

≪現状及び課題≫ 

子どもの発達に関して、保護者から相談機関への相談件数は年々増えている状況

です。そこで、保護者の不安を解消し、一人ひとりの子どもを適切な学びの場へ導

く 

ために、就学に関する情報を保護者に提供し、教育相談を充実させていく必要があ

ります。 

 

就学相談申込
票の活用 

就学相談申込票の見直し、改善 

ホームページ 
への掲載

掲載内容の見直し、充実 

施・見直し 
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【２】多様化するニーズに応じた関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）関係機関との情報共有による支援体制の充実 

子どもたちを取り巻く環境の変化に伴い、多様化するニーズに対し、スクールカウ

ンセラー（SC）やスクールソーシャルワーカー（SSW）の有効活用に努めます。さらに

関係機関や各団体、有識者などで構成する熊本市障がい者自立支援協議会や障害者施

策推進協議会などの各種協議会において、本市の現状や各機関における課題や情報を

共有したうえで、熊本市特別支援連携協議会において、本市の特別支援教育の方向性

等を示し、子ども及び保護者への支援体制の充実に努めます。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

    

 

（２）就学前における相談の充実 

   子どもに適した学びの場を選択できるように、これまで子どもが関わってきた各相

談機関等の情報を、「個別の教育支援計画」や「移行支援シート」に記載し、情報を共

有することで就学相談の充実を図ります。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 

 

 

 

 

 

≪現状及び課題≫ 

医療、福祉、保育、教育、保護者等の関係者からなる、「熊本市特別支援連携

協議会」を設置し、特別支援教育の在り方について検討を行い、LD、ADHD、自

閉症スペクトラム等を含めた障がいのある子どもに対する教育支援体制の整備

に努めてきました。 

今後は、特性の多様化や放課後等デイサービスの利用など新たなライフスタ

イルに応じて、子ども一人ひとりが状況に応じ自立し社会参加するために、ま

た保護者が安心して子育てに取り組めるよう、関係機関がさらに連携を図り、

支援を充実させることが求められます。 

情報共有状況
の把握 

就学相談の整備、充実 

各機関の課題の
抽出と把握 

共通課題の 
検討 情報の共有、支援の充実 
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【３】就学前から高校卒業にわたる支援情報の引継ぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）新様式作成と周知、活用の推進 

子ども発達支援センター、発達障がい者支援センターなど福祉分野との情報の連携

を視野に入れた「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」、「就学支援シート（小学

校入学時用）」の新たな様式を作成します。様式作成後は、その様式、活用方法につい

ての周知を図り、確実な引継ぎにより一貫した支援体制の構築を目指します。また、

活用状況を確認し、定期的に内容の見直し、改善を行います。 

 

 

【支援に関する情報の引継ぎイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

   

 

幼稚園 

保育園 

認定こども園 

【就学前】 

小学校 

 
 
 

中学校 

 

 

高等学校等 

 

 

【進学先】 電子データによる引継ぎ 

個別の教育支援計画 

個別の指導計画 個別の指導計画 個別の指導計画 

≪現状及び課題≫ 

特別な支援を必要とする子どもに対して、就学前から高校卒業までライフステ

ージに応じた一貫した支援を行っていくことは重要なことです。 

これまで、移行期に必要な支援情報を円滑に引き継ぐために「移行支援シート」

を活用してきました。しかしながら、現在の移行支援シートの様式を作成した時

期から福祉制度や放課後等デイサービス等、障がい児を取り巻く環境は変化して

きていること、小中学校では、「個別の教育支援計画」の作成が義務付けられて

いることなどから、引継ぎの方法等に関して見直しを図る時期にあります。 

様式の検討 

個別の指導計画 

試行 
様式の周知・活用の推進 

見直し・改善 
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【４】地区・ブロックによる支援体制の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）各地区・ブロックでの、医療、福祉、保育、教育、労働などの関係機関の連携 

各地区・ブロックにおいて、市立特別支援学校のセンター的機能を生かし、子ども

発達支援センターなど子どもの発達に関する相談機関及び各地区の地域発達支援ネッ

トワークとの連携を通して、各地区・ブロックごとの支援体制の充実を図ります。 

① 市立特別支援学校を核とした巡回相談体制の整備 

     市立特別支援学校や小中学校の巡回相談員に加え、必要に応じて子ども発達支

援センターと連携し、言語聴覚士、作業療法士、心理相談員等を巡回相談員とし

て派遣し、各地区・ブロックのニーズに対応する巡回相談体制を整えます。 

 

② 各地区における地域支援体制の充実 

東・西・南・北・中央の５地区において、医療、福祉、保育、教育、労働機関

と連携し、各地区の研修会の充実を図ります。 

 

（２）各小学校と幼稚園・保育所・認定こども園との連携の推進 

   各地区・ブロックの幼稚園・保育所・認定こども園と、特別支援教育に関する研修

を通して連携を深めていきます。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

  

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 
 

≪現状及び課題≫ 

市内を東・西・南・北・中央の５地区２１ブロックに分け、それぞれのブロッ

クごとに拠点校を指定しブロック研修会を開催することで、各地域の特別支援教

育に関する情報の引継ぎや、幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、高等

学校間の連携を深めることに取り組んでいます。 

今後、市立特別支援学校を核として各地区・ブロックにおいて医療、福祉、保

育、教育、労働などの関係機関がさらなる連携を図っていくことが必要です。 

各地区の福祉・療育・医療・労働機関との連携

幼稚園・保育所・認定こども園と連携した特別支援教育の推進

巡回相談の充実 



 

方針２ 教職員の専門性の向上 
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【５】通常の学級における特別支援教育の視点を生かした授業づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）特別支援教育の視点を生かした授業づくりの推進 

① ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり 

どの子どもにも分かりやすい授業を目指すユニバーサルデザインの視点を取り入

れた授業づくりを推進します。 

 

② 通常の学級担任への特別支援教育に関する研修 

通常の学級担任に対して、特別支援教育の視点を生かした授業づくりに関する研

修を行い、授業づくりに努めます。 

 

 

（２）研究モデル校における実践研究の推進と発信      

毎年度、特別支援教育の研究モデル校による授業公開を通して、通常の学級におけ

る特別支援教育の視点を生かした授業づくり等についての実践研究の機会を設けます。

その研究で得た成果や課題についての情報を発信し、共有化を図ります。 

 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

   
 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

  

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

≪現状及び課題≫ 

本市では、通常の学級における特別支援教育を充実させるため、授業改善に取

り組んできました。今後も通常の学級に在籍する子どもたちのニーズに応じた支

援を充実させることが必要です。そのためには、各学校において、子どもの実態

を肯定的に捉え、どの子どもにも分かりやすい授業を行うという特別支援教育の

視点を生かした授業づくりに取り組んでいく必要があります。 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの 
視点の整理・周知 

通常の学級担任への特別支援教育に関する研修の実施 

 

研修の開発 

 

ユニバーサルデザインの視点を生かした 
授業づくりの充実 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの
視点の周知・推進 

研究モデル校での実践研究の推進と発信 
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【６】個に応じた多様な学びを目指すＩＣＴの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）個に応じたＩＣＴの活用 

特別支援学級での１人 1台のタブレット環境を活かし、学習上の困難さに応じたＩ

ＣＴの活用を行うことで、学習の効果を高めます。また、デジタル教科書や各種アプ

リ等のデジタル教材の活用、通級による指導での利用、院内学級における遠隔教育な

ど、ＩＣＴの効果的な活用を目指します。 

 

（２）教師のＩＣＴ活用力の向上のための研修及び特別支援教育ＩＣＴアドバイザーの

育成 

全ての教師が、子ども一人ひとりのニーズに合わせてＩＣＴを利活用した授業づく

りができるよう、研修体制を整えることでＩＣＴ活用授業力の向上を目指します。ま

た、タブレット端末を効果的に活用した授業を多くの職員に広めていくため、特別支

援教育ＩＣＴアドバイザーの育成および活用を進めていきます。 

 

（３）ＩＣＴ活用に関する情報の共有化 

各校での特別支援教育におけるＩＣＴ活用実践や情報モラル教育についての効果的

な情報を収集・整理し、モデルとなる授業映像や教材を、Teamsで提供し、情報の共有

化を図り、各校での実践を進めます。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 
 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 
 

≪現状及び課題≫ 

新学習指導要領において、学校教育における情報活用能力の育成が求められていること

から、本市では、電子黒板やタブレット端末等の導入など、教育の情報化に向けた環境整

備を行っています。ＩＣＴを取り入れることは、子どもの可能性を広げ、将来の自立と社

会参加に向けた力を身につけていく上で、大きな役割を果たすことになると思われます。 
またＩＣＴは、特別な支援を必要とする子どもにとって，その障がいの状態や特性及び

心身の発達段階等に応じて活用することにより、学習の効果を高めることができる重要な

手段です。 
そのため、本市では特別支援学級に１人１台のタブレット端末を整備しました。この環

境を活かし、ＩＣＴを効果的に活用した授業づくりを行います。 

個に応じたＩＣＴの活用 

 

特別支援教育ＩＣＴアドバザーの育成 

        情報の共有化と更新 システム構築 
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【７】専門家等の派遣 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）授業力向上支援員（ステップアップ・サポーター）派遣事業の充実 

授業力向上支援員を幼稚園及び小中学校に派遣し、子どもの実態や各教科の授業に

即して支援を行い、教員の学級運営や授業力の向上を図ります。 

年度当初の早い時期から、授業力向上支援員を派遣し、学級づくりや授業づくりへ

の支援ができるようにします。また、教科等と特別支援教育の専門性を確保するため、

授業力向上支援員を必要に応じて複数で派遣します。      

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 

 
  

 

（２）専門職との連携 

様々な障がいにより学習面や行動面で困難性をもつ子どもの支援について指導・助

言を行い、子どものニーズに応じたより専門的な支援を行う人材を派遣します。 

① 専門家チーム委員や巡回相談員との連携 

    専門職を派遣する際には、専門家チーム委員や巡回相談員（※）と連携し、教育

的視点を考慮してサポートします。 

② 各種専門職の活用 

子ども発達支援センターにおいては、必要に応じて理学療法士や作業療法士、言

語聴覚士、心理士等を学校に派遣します。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 

 
  

 

※ 「笑顔いきいき特別支援教育推進事業」の組織で、学校等に指導・助言や巡回相談を行います。専門

家 

チーム委員は大学教員や福祉の専門家、巡回相談員は支援学校や小中学校の教員で構成しています。 

≪現状及び課題≫  

特別支援学級在籍者数・学級数増に伴い、特別支援学級担任の経験がない 

又は少ない教員が担任となる場合があり、学級運営や学習指導等の面におけ

る困難が見受けられ、学級づくりや授業づくりへの支援の必要性が高まって

います。 

 また、通常の学級を含め様々なニーズのある子どもが在籍することから、

教育の分野だけでなく専門職との連携が求められています。 

継 続 

実 施 

（準 備） 
継 続 

実 施

（準 備） 
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【8】特別支援学校が主催する教職員研修の実施 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）特別支援学校の資源を生かした研修 

特別支援学校には、教職員の研修を行うための研修室や実習室を整備しています。

その施設を活用し、高い専門性を有した特別支援学校職員が講師として、市内の園・

学校の教職員を対象に、ニーズに応じた研修等を実施し、障がいのある子どもが在籍

する市立学校等を支援していきます。 

    例）障がい理解研修、特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり研修、作業学
習実習研修 等 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

    

 
 

（２）時代のニーズに応じた専門研修 

大学や専門機関、企業等と連携・協力して、時代のニーズに応じた専門研修を企画、

運営します。 

    例）ＩＣＴ研修、発達についての研修、特性に応じた就労支援に関する研修 等 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

    

 

≪現状及び課題≫ 

特別支援学校の役割の一つとして、地域における特別支援教育のセンター的機能

の充実を挙げています。 

そのため、市立特別支援学校（平成さくら支援学校・あおば支援学校）において、

市内の幼小中高校の教職員を対象に、特別支援教育に関する研修を行い、地域の

園・学校における特別支援教育のさらなる推進や指導力の向上を図る必要がありま

す。 

研修協力の実施 

研修内容の 

整理・構成 

編成 

 

 研修の実施 
 

 研修の充実 

研修協力機能の充実 
研修協力機能 

の検討・企画 

編成 
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【９】特別支援学校教諭免許取得の奨励 

≪現状及び課題≫ 

特別支援学級や通級指導教室（以下特別支援学級等とする）で指導を受ける子ども

が年々増加し、それに伴い担当する教員数も増加している中、特別支援学級等を担当

する教員数の質の向上が必要です。支援の必要な子どもたちに対し、子どもの力を引

き出し、専門的な指導を行うために、特別支援学校や特別支援学級等を担当する教員

には、特別支援学校教諭免許の取得が望まれます。 

 

≪取組内容≫ 

（１）「教育職員免許法認定講習」による特別支援学校教諭免許取得の奨励 

特別支援学級等の担当者の内、特別支援学校教諭免許状を所有していない者に対し、

「教育職員免許法認定講習」について周知し、受講を推奨します。 

その際、市教委が実施する研修を一部免除するなど受講者の負担軽減に努めるとと

もに、免許取得目標値を明示します。 

（２）特別支援学校の担当教員の特別支援学校教諭免許取得 

特別支援学校担当教員の内、特別支援学校教諭免許状を所有していない者について

は、配属後原則２年間での免許取得を目指すことを奨励します。 

 

 

 
※特支担当（特学＋通級）免許所有率＝特支（養護学校）免許所有者数／教員数（本採） 

32.2 
38.0 

43.6 
46.2 43.7 

47.4 47.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2

特別支援学級等担当（本採）免許所有率（％）

小中合計

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

免許取得状況の確認及び奨励 
目標値や取得期限

の設定・周知 
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【10】就学前の特別支援教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）「ことばの教室」の充実 

話しことばに構音やリズム等の課題がある子ども及び保護者に対して相談、助言及

び通級による指導を行い、コミュニケーションに自信がもて人との関わりを楽しめる

ようにします。 

昭和 58年度から熊本五福幼稚園（平成 30年度からは向山幼稚園）に「ことばの教

室」を開設し、平成 26年度には碩台幼稚園を新たに加え、２園 10教室に拡充し、指

導を行っています。 

 

（２）「あゆみの教室」の充実 

行動及び情緒等に課題がある子ども及び保護者に対して相談、助言及び通級による

指導を行い、安心して小学校へ入学し学んでいけるようにします。 

川尻幼稚園に「あゆみの教室」を開設し、実践を通して指導内容や指導方法を研究

していきます。 

保護者や在籍園及び就学小学校の意見等を確認し、その成果と課題を検証し、より

適切な支援が提供できるよう努めます 

 

（３）就学前後の支援者の交流 

子ども発達支援センターにおいては、幼稚園等で、発達障がい等のある子どもとそ

の保護者への適切な対応ができ、関係機関との円滑な連携ができる人材の育成を目指

した「発達支援コーディネーター養成研修」を実施しています。就学前と就学後の支

援者同士のつながりが深まるよう、研修等で連携していきます。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

   
 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 
 

≪現状及び課題≫ 

多様化する幼児や保護者のニーズに応じるため、これまでも園や教員の専門性

の向上を図ったり、通級による指導である「ことばの教室」を拡充したりするな

ど、就学前における特別支援教育を提供できる環境づくりを進めてきました。 

また、発達の課題により小学校生活への適応に不安のある子どもが見受けられ

ることから、就学前から小学校入学後までの手厚い支援ができる学びの場として

「あゆみの教室」を新たに設けました。 

今後も、小学校入学に不安を抱える子どもが円滑に小学校生活を送ることがで

きるよう、就学前の特別支援教育の充実を図る必要があります。 

継  続 

継  続 実施（１園３教室） 
 

継  続 
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【11】特別支援学級の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）保護者への情報提供の充実 

保護者が、校内において就学相談を行う際に必要となる情報が得られるように、特

別支援学級における障がいの種類及び程度、教育課程や指導の実際などの情報提供の

ツールを提供し、保護者が安心して入級相談できる体制づくりを行います。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

 

（２）定期的な学びの場の見直し 

各学校における校内支援委員会を充実させ、子どもの現状と学びの場についての定

期的に評価を行い、必要に応じて見直し、検討を行うことで、より適切な学びの場に

つなげます。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

 

（３）障がい種別の特性に応じた、教育課程の編成と実施 

各障がい種別の特性に応じた教育課程編成に基づく教科・領域の指導や「付けたい

力」を明確にした自立活動の指導が実施できるよう、特別支援学校のセンター的機能

などを生かし研修講座を実施します。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

 

 

 

≪現状及び課題≫ 

特別支援教育に対する理解の広がりとともに、特別支援学級在籍数が増加してお

り、特に特別支援学級在籍数の全児童生徒数に対する割合はこの１０年間（Ｈ２２

年度→Ｒ1年度）で１.４５％から３.２３％と大幅に増加しています。  

このような状況の中、子どもに応じた適切な学びの場を提供していくために、特

別支援学級の在り方について検討していく必要があります。 

 情報提供ツールの運用、見直し情報提供ツール 
の内容の検討 

 必要に応じた学びの場の見直しの実施 
 

定期的な評価 
の周知 

 
特別支援学校等と連携した
研修の見直し

各種研修による好事例の紹介と 
特別支援学級への支援強化 
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【12】特別支援学校の支援の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）市立特別支援学校の充実 

① あおば支援学校の充実 

    小中学校の児童生徒と日常的な交流ができ 

   るよう、城東小・藤園中の敷地内に開校しまし 

た。今後は、子どもの社会参加をめざし、地域 

に開かれた、魅力ある学校を目指します。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
   

 

② 平成さくら支援学校の充実 

本市の特別支援教育を推進するために、教職員に対する支援だけでなく、障がい

のある子ども及びその保護者に対して特性に応じた支援方法の助言や情報提供を行

います。また、社会自立を目指す高等部の生徒として、一人ひとりの特性に応じた

就労支援の充実を図ります。 

 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
   

 
 

 
 

（２）教員の専門性の向上 

熊本県教育委員会や関係機関と連携を図り、教員の研修の機会の充実を目指すとと

≪現状及び課題≫ 

本市における知的障がいのある子どもので、平成３０年度において特別支援学校

に就学している児童生徒は小学部１６５名、中学部１４２名です。そのうち小学部

１００名、中学部９３名で平均すると約６３％の児童生徒が市内の県立特別支援学

校に在籍しています。 

今後も特別支援学校に就学する子どもが増加することが見込まれる中、学びの場

の拡充を図るため、２０２０年４月「熊本市立あおば支援学校」を開校しました。 

義務教育終了後の進路先の確保として先に開校した「平成さくら支援学校」と併

せて、本市の特別支援教育のセンター的機能として、市立の幼稚園、小中学校、高

校のニーズに応じ、適切な助言・情報提供ができるよう、特別支援学校教職員の専

門性の向上に努める必要があります。 

城東小・藤園中との日常的な交流、地域資源の活用及び地域行事参加 

公開授業等の開催、研究の発信、校内外の教育相談の充実 

就労支援の体制の見直し・整備 就労支援の充実 
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もに、市立特別支援学校の教員へ研修や講座等の案内を幅広く周知し、積極的に参加

するよう促すことで、特別支援教育の専門性を向上させ、子どもたちがより力をつけ

ることができるようにします。 

また、特別支援学校においては校内研修等の充実を図り、その成果を市立の特別支

援学級教員や通級指導教室担当教員に向けて発信し、その取組を通して本市の特別支

援教育の充実を図ります。さらに、特別支援学校の教員が積極的に市立の園・学校等

での巡回相談等を行い、各学校の教員の特別支援教育に関する専門性の向上を図りま

す。 

 

 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

 

 

 

 校内研修の充実と成果の発信（本市の特別支援教育の充実） 

特別支援学校教員の専門性向上（研修や講座等への参加） 

積極的な巡回相談の実施 巡回相談の充実 
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【13】医療的ケア児への支援体制の充実  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪取組内容≫ 

（１）医療的ケアを安全に実施するため看護師を安定的・継続的に配置するための体制整備 

① 看護師の雇用形態の整備 

フルタイムや短期雇用、看護師配置校のグループ化など、子どもの状況に合わせ

た配置のための雇用形態を検討します。 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

  

② コーディネーター看護師の効果的活用 

看護師の配置調整や各園・校巡回による助言、配置看護師不在時の医療的ケア代

行などを担うコーディネーター看護師を効果的に活用します。 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  

 

 

（２）医療的ケア充実のための体制整備 

① 医療的ケア運営協議会の設置 

主治医以外の視点で、学校生活における適切な医療的ケアを実施するための助言

を行う医療的ケア運営協議会の設置を検討します。 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 
 

  

② 関係機関との連携 

看護師が、医師に緊急時の対応マニュアル作成や普段の対応について相談したり、

専門性を高めたりできる体制の整備を行います。 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

  
 

 

 

≪現状及び課題≫ 

本市が市立幼稚園・学校に看護師資格を持つ学級支援員を配置して１０年になりま

す。医療的ケアを必要とする子どもが在籍する幼稚園・学校ごとに看護師を配置して

きましたが、対象児が増加しており、看護師確保が困難な状況が継続しています。ま

た、インクルーシブ教育システムの広がりと医療技術の進歩もあって、医療的ケアが

必要な子どもの在籍も増加傾向にあります。これらのことから、看護師配置の工夫と、

多様化する医療的ケアに対応するための専門機関との連携を進めていくことが必要

です。 

 

雇用形態の整備
雇用形態 
の見直し

コーディネーター看護師 
の効果的活用 

グループ化、巡回
案の作成 

作成案の実施
と結果検討 

運営協議会開催と見直し運営協議会
の設置準備

相談体制の充実
相談体制 
の準備
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中学校 0.43％ 
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R３年度 R４年度 R５年度 R6 年度 

  

  

R３年度 R４年度 R5 年度 R6 年度 
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